
平成

氏称

年 月 日 火曜日

山
生

る
同

の
届居

山 口 県

特公大土

（定期）報

告生生救公 毎

第 号

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

口
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

宅

介

護

事

業

者

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

告 目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

急
病
院
の
認
定
（
地
域
医
療
推
進
室

有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
（

週
火
・
金
曜
日
発
行

名

称

所

在

地

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
住
宅
課

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
三
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

港
湾
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

種
類

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

廃
止
年
月
日

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

大
字
西
高
泊

四
五
の
一

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

医
療
法
人
樹
一

会

山
口
市
駅
通

二
丁
目
一
〇

七
号

有
限
会
社
安
喜

山
陽
小
野
田

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

有
限
会
社
安
喜

山
陽
小
野

字
西
高
泊

の
一

医
療
法
人
樹
一

会

山
口
市
駅
通

二
丁
目
一
〇

七
号

有
限
会
社
安
喜

山
陽
小
野
田

大
字
西
高
泊

四
五
の
一

山
口

一

あ
ん
き

大
字
西
高

四
五
の
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
ん
き
に

〇
の
六

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

り番

山
口
病
院
通
所

介
護
こ
も
れ
日

山
口
市
駅

二
丁
目
一

七
号

市

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
陽
小
野

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

田
市
大

一
四
五

ケ
ア
マ
ネ
セ
ン

タ
ー
あ
ん
き

山字の

ケ
ア
マ
ネ
セ
ン

タ
ー
あ
ん
き
に

六

り番

山
口
病
院
通
所

介
護
こ
も
れ
日

山
口
市
駅

二
丁
目
一

七
号

市一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
ん
き

山
陽
小
野

大
字
西
高

四
五
の
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
ん
き
に

〇
の
六

一

県
知
事

村

岡

嗣

政

泊
一

八
、
三

八
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地通
り
〇
番

介
護
予

防
通
所

介
護

平
成
二
六
、
六
、
三

田
市 事

業
所

廃
止
年
月
日

在

地

陽
小
野
田
市
大

西
高
泊
一
四
五

一

平
成
二
六
、

八
、
三

八
〇
の

平
成
二
四
、

一
二
、

通
り

〇
番

通
所
介

護

平
成
二
六
、

六
、
三

田
市

泊
一

八
、
三

八

一、 〇 一 〇一

告

示



平成 年 月 日 火曜日

社
会

博
愛

山
生

介
護

山 口

ら
ケ
ス特

定
動
法

の
里

社
会

ア
ス

社
会

ひ
と

（定期）県 報

医
療
松
田

医
療

内
科

医
療

会社
会

ひ
と

株
式

第 号

居氏称
医
療

会

福
祉
法
人

会

大
字
台

道
一
六
五
五

グム園

口
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

ア
サ
ー
ビ

丁
目
七
番
四
号

イふ

非
営
利
活

人
い
い
日

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
椋
野

一
三
三
八
の
一

デ心

福
祉
法
人

ワ
ン
山
荘

宇
部
市
大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

特ホぴ

福
祉
法
人

つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

特ホラ

法
人
社
団

歯
科
医
院

岩
国
市
美
和
町

渋
前
一
三
三
七

医松

法
人
山
下

医
院

玖
珂
町

五
五
八
の
二
二

医内

法
人
周
友

周
南
市
新
宿
通

一
丁
目
一
六

医会

福
祉
法
人

つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

デセラ

会
社
き
ら

岩
国
市
岩
国
二

運

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

法
人
周
友

周
南
市
新
宿
通

一
丁
目
一
六

医会
ル
ー
プ
ホ
ー

秋
穂
あ
か
り

山
口
市
秋
穂
東

三
九
八
〇

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

サ
ー
ビ
ス

ぁ
い
と

丁
目
七
番
四
号

イ
サ
ー
ビ
ス

ほ
が
ら
か

柳
井
市
神
代
九

九
二
の
五

別
養
護
老
人

ー
ム
あ
す
と

あ

宇
部
市
あ
す
と

ぴ
あ
七
丁
目
一

番
二
号

別
養
護
老
人

ー
ム
フ
ィ

ー
ジ
ュ
開
出

防
府
市
開
出
西

町
三
二
番
八
号

療
法
人
社
団

田
歯
科
医
院

岩
国
市
美
和
町

渋
前
一
三
三
七

療
法
人
山
下

科
医
院

玖
珂
町

五
五
八
の
二
二

療
法
人
周
友

徳
山
病
院

周
南
市
新
宿
通

一
丁
目
一
六

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
フ
ィ

ー
ジ
ュ
開
出

防
府
市
開
出
西

町
三
二
番
八
号

動
特
化
型
デ

岩
国
市
岩
国
二

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

療
法
人
周
友

徳
山
病
院

周
南
市
新
宿
通

一
丁
目
一
六

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

九
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

八
、

短
期
入

所
生
活

介
護

九
、

四
、

居
宅
療

養
管
理

指
導

八
、

六
、

四
、

通
所
介

護 事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

訪
問
看

護

平
成
二
六
、

四
、

一

訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

松
田
歯
科
医
院

渋
前
一
三
三

医
療
法
人
周
友

会

周
南
市
新
宿

一
丁
目
一
六

社
会
福
祉
法
人

ひ
と
つ
の
会

防
府
市
大
字

野
一
五
二
の

特
定
非
営
利
活

動
法
人
い
い
日

の
里

大
島
郡
周
防

島
町
大
字
椋

一
三
三
八
の

称

た
る
事
務
所

の
所
在
地

医
療
法
人
周
友

会

周
南
市
新
宿

一
丁
目
一
六

医
療
法
人
社
団

岩
国
市
美
和

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

住
所
又
は
主

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

合
同
会
社
あ
す
か

山
陽
小
野

字
鴨
庄
七

七

歯
科
医
院

渋
前
一
三

通

医
療
法
人
周
友

会
徳
山
病
院

周
南
市
新

一
丁
目
一

佐一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
フ
ィ

ラ
ー
ジ
ュ
開
出

防
府
市
開

町
三
二
番

大野一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

心
ほ
が
ら
か

柳
井
市
神

九
二
の
五

通

医
療
法
人
周
友

会
徳
山
病
院

周
南
市
新

一
丁
目
一

町

医
療
法
人
松
田

岩
国
市
美

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在 山
口

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

田
市
大

六
の
三

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
あ
す
か

山字
三
七

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

八
、

宿
通

六

四
、

出
西

八
号

介
護
予

防
通
所

介
護

代
九

八
、

宿
通

六

介
護
予

防
訪
問

看
護

平
成
二
六
、

四
、

介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

和
町

介
護
予

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地 県
知
事

村

岡

嗣

政

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

陽
小
野
田
市
大

鴨
庄
七
六
の
三

平
成
二
六
、

九
、
一

二

一 、 二



平成

一

年 月 日 火曜日

山
公

り
公同

か
ら

島
町

山 口 県

名
独
立
機
構
タ
ー

岩
国
師
会

（定期）報

山
救

り
、

第 号

社
会

ア
ス

社
会

ひ
と

社
会
博
愛

埋
立
区
域

口
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

同
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口

役
場
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

称

所

行
政
法
人
国
立
病
院

山
口
宇
部
医
療
セ
ン

宇
部
市
大

市
医
療
セ
ン
タ
ー
医

病
院

岩
国
市
室 園

口
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認

福
祉
法
人

ワ
ン
山
荘

宇
部
市
大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

特ホぴ

福
祉
法
人

つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

特ホラ

福
祉
法
人

会

大
字
台

道
一
六
五
五

グム

山
口
県
知

第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

が
あ
っ
た
。

記
載
し
た
書
面
及
び
関
係
図
書

県
土
木
建
築
部
港
湾
課
、
柳
井

す
る
。

山
口
県
知

在

地

字
東
岐
波
六
八
五

の
木
町
三
丁
目
六
番
一
二
号

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

定
し
た
。

別
養
護
老
人

ー
ム
あ
す
と

あ

宇
部
市
あ
す
と

ぴ
あ
七
丁
目
一

番
二
号

別
養
護
老
人

ー
ム
フ
ィ

ー
ジ
ュ
開
出

防
府
市
開
出
西

町
三
二
番
八
号

ル
ー
プ
ホ
ー

秋
穂
あ
か
り

山
口
市
秋
穂
東

三
九
八
〇

事

村

岡

嗣

政

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

土
木
建
築
事
務
所
及
び
周
防
大

事

村

岡

嗣

政

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

平
成
二
九
、

九
、
三
〇

八
、

九

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

九
、

四
、

介
護
予

防
認
知

九
、

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

７
の
地
点

６
の
地
点

８
の
地
点

７
の
地
点

９
の
地
点

８
の
地
点

の
地
点

９
の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

１
の
地
点

大
島
郡
周

分
一
七
・
〇

点
」
と
い
う

２
の
地
点

１
の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点

区
域

１

第
一
区

次
の
１
の
地
点
と

成
二
十
五
年
秋
分
の
満

う
。
）
に
お
け
る
公
有

２

第
二
区

次
の

の
地
点
と

潮
位
に
お
け
る
公
有
水

位
置

１

第
一
区

大
島
郡
周
防
大
島
町

四
ま
で
に
沿
接
す
る
県

２

第
二
区

大
島
郡
周
防
大
島
町

島
環
状
線
か
ら
同
大
字

か
ら
三
四
三
度
四
四
分
五
六
秒
一

か
ら
三
四
二
度
五
一
分
四
六
秒
二

か
ら
三
三
五
度
五
〇
分
一
九
秒
四

か
ら
三
三
度
〇
六
分
五
七
秒
二
二

か
ら
二
七
度
四
八
分
一
四
秒
二
二

か
ら
一
七
度
四
四
分
一
八
秒
一
七

か
ら
一
〇
度
〇
一
分
一
六
秒
一
九

か
ら
一
度
五
〇
分
〇
三
秒
一
九
・

か
ら
三
五
四
度
五
八
分
五
三
秒
一

か
ら
三
五
三
度
三
四
分
三
七
秒
六

か
ら
三
四
七
度
〇
九
分
二
七
秒
一

防
大
島
町
大
字
横
見
字
迎
迫
の
横

二
四
秒
東
経
一
三
二
度
一
一
分
三

。
）
か
ら
二
六
四
度
二
四
分
四
六

か
ら
三
五
一
度
一
一
分
三
二
秒
八

か
ら
六
度
四
七
分
四
一
秒
四
・
七

か
ら
一
六
度
〇
九
分
二
一
秒
一
六

か
ら
二
七
度
一
五
分
五
五
秒
二
五

か
ら
三
二
度
五
三
分
〇
七
秒
一
六

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

潮
位
（

・

・

三
・
四
三
メ

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま
れ

大
字
横
見
字
丸
ば
へ
一
六
〇
三
の

道
大
島
環
状
線
地
先
公
有
水
面

大
字
横
見
字
友
信
三
三
六
の
一
に

字
平
松
八
五
の
一
一
に
沿
接
す
る

三

九
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

見
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五

九
・
二
一
五
秒
）
（
以
下
「
基

秒
五
〇
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

び
１
の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

ー
ト
ル
）
（
以
下
「
満
潮
位
」
と

れ
た
区
域

び

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

た
区
域

一
か
ら
同
大
字
字
友
信
南
八
〇
五

沿
接
す
る
道
路
に
沿
接
す
る
県
道

堤
に
至
る
土
地
の
地
先
公
有
水
面

三準点 平い満 の大



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
六

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
七

の
地
点

基
準
点
か
ら
二
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

二
四
度
二
四
分
一
一
秒
一
七
・

一
九
度
四
二
分
三
八
秒
一
一
・

四
七
度
一
〇
分
二
五
秒
二
〇
・

三
四
度
三
一
分
〇
六
秒
一
二
・

三
三
度
三
四
分
〇
二
秒
七
・
五

三
三
度
三
六
分
四
二
秒
二
〇
・

三
三
度
三
四
分
四
七
秒
二
〇
・

三
三
度
三
六
分
二
二
秒
二
二
・

三
三
度
一
〇
分
〇
七
秒
一
七
・

三
〇
度
〇
六
分
〇
三
秒
二
一
・

三
六
度
五
三
分
二
五
秒
三
・
七

五
四
度
〇
七
分
〇
三
秒
一
・
六

四
四
度
〇
五
分
三
三
秒
五
・
四

四
度
〇
七
分
一
七
秒
〇
・
九
四

三
六
度
五
四
分
五
二
秒
一
・
六

三
四
度
二
七
分
三
二
秒
八
・
八

三
九
度
〇
五
分
五
五
秒
一
一
・

四
四
度
一
七
分
二
三
秒
七
・
三

四
三
度
三
四
分
一
〇
秒
一
二
・

四
四
度
〇
〇
分
〇
一
秒
二
四
・

四
五
度
四
五
分
五
六
秒
一
六
・

四
七
度
三
一
分
二
一
秒
二
〇
・

四
七
度
五
五
分
五
五
秒
五
・
五

二
二
度
四
七
分
〇
五
秒
五
・
九

四
七
度
四
〇
分
四
〇
秒
八
・
九

四
六
度
三
三
分
一
五
秒
一
九
・

八
度
四
一
分
五
九
秒
〇
・
三
〇

四
二
度
五
二
分
三
七
秒
二
・
五

二
度
五
一
分
五
七
秒
四
・
三
〇

三
度
五
四
分
四
一
秒
五
〇
三
・

五
二
度
五
二
分
〇
八
秒
四
・
二

四
二
度
五
二
分
三
七
秒
二
・
五

四
八
度
三
七
分
〇
八
秒
二
・
九

四
二
度
五
七
分
五
二
秒
四
・
五

二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

字
字
平
松
八
五
の
一
に

区
域次

の

の
地
点
か
ら

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

の
地
点

基
準
点
か

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

位
置大

島
郡
周
防
大
島
町

浜
一
七
五
、
一
七
六
の

八
五
の
一
、
八
五
の
二

及
び
八
六
の
一
二
、
同

す
る
道
路
、
同
大
字
字

大
字
字
丸
ば
へ
一
六
〇

状
線
地
内
並
び
に
同
大

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

面
積

１

第
一
区

一
、
九
〇
三
・
二
六

２

第
二
区

二
、
三
二
三
・
二
一

二

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

か
ら
三
五
三
度
〇
五
分
三
〇
秒
六

か
ら
二
度
三
二
分
一
二
秒
四
一
・

沿
接
す
る
堤
に
至
る
土
地
の
地
先

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

ら
二
六
四
度
〇
三
分
三
三
秒
四
九

か
ら
二
七
二
度
三
五
分
四
二
秒
一

か
ら
三
四
八
度
二
六
分
四
七
秒
一

か
ら
三
一
〇
度
五
五
分
五
〇
秒
五

大
字
横
見
字
丸
ば
へ
一
六
〇
五
の

一
、
一
七
六
の
五
、
一
七
六
の
六

、
八
五
の
一
〇
、
八
五
の
一
一
、

大
字
字
浜
一
五
六
の
三
に
沿
接
す

平
松
八
五
の
一
か
ら
同
字
八
五
の

三
の
一
か
ら
同
大
字
字
平
松
八
六

字
字
丸
ば
へ
一
六
〇
三
の
一
に
沿

か
ら
三
一
八
度
二
九
分
三
八
秒
一

か
ら
三
一
五
度
二
九
分
四
五
秒
一

平
方
メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

施
行
区
域

か
ら
三
一
六
度
三
四
分
五
〇
秒
八

か
ら
三
一
三
度
二
八
分
二
四
秒
一

か
ら
三
一
一
度
三
六
分
四
六
秒
一

か
ら
三
一
一
度
三
三
分
五
〇
秒
八

か
ら
三
一
二
度
四
二
分
〇
一
秒
二

か
ら
三
一
五
度
三
八
分
四
七
秒
一

か
ら
三
一
八
度
〇
一
分
五
一
秒
五

か
ら
三
二
〇
度
三
九
分
二
六
秒
二

・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

公
有
水
面

及
び

の
地
点
と

の
地
点
を
結

一
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
及
び
一
六
〇
六
の
二
、
同
大
字

及
び
一
七
七
の
五
、
同
大
字
字
平

八
六
の
三
、
八
六
の
八
、
八
六
の

る
水
路
、
同
字
八
六
の
一
二
に
沿

一
一
ま
で
に
沿
接
す
る
堤
並
び
に

の
八
ま
で
に
沿
接
す
る
県
道
大
島

接
す
る
県
道
大
島
環
状
線
か
ら
同

八
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

ん 字松九接同環大
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の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
六

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

七
一
度
〇
三
分
一
一
秒
二
五
・

五
四
度
四
一
分
二
五
秒
六
・
八

五
六
度
二
七
分
一
六
秒
九
・
四

三
〇
度
四
九
分
三
三
秒
一
三
・

三
一
度
一
八
分
四
七
秒
一
七
・

三
四
度
三
一
分
三
九
秒
〇
・
六

三
七
度
五
四
分
〇
〇
秒
二
・
八

三
〇
度
二
五
分
一
二
秒
五
〇
・

二
九
度
五
五
分
五
六
秒
一
三
・

三
二
度
一
九
分
一
八
秒
〇
・
八

三
〇
度
五
三
分
三
〇
秒
六
・
八

四
四
度
三
一
分
三
三
秒
一
・
四

一
度
〇
八
分
五
〇
秒
〇
・
三
六

四
四
度
一
六
分
三
八
秒
一
八
・

一
一
度
二
二
分
二
三
秒
〇
・
一

四
三
度
三
四
分
四
五
秒
二
・
〇

二
六
度
〇
八
分
五
三
秒
三
・
九

三
六
度
五
六
分
五
一
秒
二
一
・

四
八
度
五
九
分
一
五
秒
七
・
二

一
七
度
五
二
分
四
五
秒
九
〇
・

二
三
度
三
九
分
三
九
秒
二
三
・

一
〇
度
二
二
分
二
九
秒
五
六
・

〇
度
二
二
分
二
九
秒
一
〇
〇
・

四
三
度
四
一
分
三
三
秒
一
六
・

四
一
度
三
二
分
二
七
秒
二
・
四

四
五
度
四
九
分
二
五
秒
二
・
九

四
四
度
四
〇
分
一
九
秒
一
一
・

度
二
四
分
一
四
秒
三
四
・
〇
七

度
五
六
分
五
三
秒
一
〇
一
・
四

四
四
度
三
一
分
一
四
秒
六
四
・

四
四
度
一
九
分
三
七
秒
五
二
・

三
七
度
五
六
分
〇
九
秒
三
八
・

三
四
度
一
〇
分
四
八
秒
一
〇
〇

二
六
度
一
七
分
三
〇
秒
二
七
・

四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

か
ら
一
六
四
度
二
七
分
一
三
秒
二

か
ら
一
六
六
度
一
五
分
三
五
秒
一

か
ら
一
〇
六
度
二
五
分
四
三
秒
五

か
ら
一
六
二
度
四
九
分
三
六
秒
一

か
ら
一
六
三
度
〇
五
分
一
五
秒
二

か
ら
一
八
一
度
五
〇
分
〇
八
秒
四

か
ら
一
六
一
度
三
四
分
四
六
秒
七

か
ら
九
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
〇
・

か
ら
一
六
三
度
二
〇
分
五
〇
秒
九

か
ら
一
六
二
度
四
七
分
四
九
秒
二

か
ら
一
六
二
度
二
五
分
二
一
秒
一

か
ら
一
六
四
度
四
七
分
五
六
秒
一

か
ら
一
六
七
度
〇
六
分
二
九
秒
七

か
ら
二
五
七
度
五
四
分
一
九
秒
〇

か
ら
一
六
五
度
四
二
分
二
九
秒
一

か
ら
一
五
四
度
五
四
分
五
四
秒
二

か
ら
一
七
四
度
四
〇
分
一
〇
秒
二

か
ら
一
六
八
度
二
七
分
一
二
秒
一

か
ら
一
六
四
度
三
〇
分
一
三
秒
一

か
ら
一
五
七
度
二
二
分
四
七
秒
八

か
ら
一
五
七
度
三
八
分
五
一
秒
八

か
ら
二
五
六
度
三
八
分
四
六
秒
一

か
ら
一
六
三
度
〇
八
分
五
七
秒
八

か
ら
四
九
度
五
四
分
五
一
秒
一
・

か
ら
一
五
二
度
五
六
分
〇
七
秒
八

か
ら
一
五
八
度
五
八
分
〇
七
秒
四

か
ら
一
六
二
度
三
九
分
四
四
秒
六

か
ら
一
五
〇
度
四
六
分
四
九
秒
一

か
ら
一
五
三
度
二
六
分
五
一
秒
二

か
ら
一
五
三
度
四
八
分
〇
〇
秒
一

か
ら
一
五
三
度
二
七
分
三
六
秒
一

か
ら
一
五
二
度
三
二
分
四
四
秒
二

か
ら
一
五
六
度
〇
六
分
五
〇
秒
七

か
ら
一
四
四
度
一
〇
分
二
四
秒
八

五

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点



平

り
、

模
及

成 年 月 日 火曜日

五山
地

山 口

道防四

（定期）県 報

三

第 号

西
宇
部
県
営
住
宅
新
築
工
事
の
契

び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

山
口
県

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

出
願
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日

口
県
告
示
第
三
百
三
十
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

用

途

配

路

用

地

埋
立
地
の
西
側

災

施

設

用

地

埋
立
地
の
東
側

出
願
人

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

面
積

六
四
、
九
三
五
・
二
一
平
方
メ

埋
立
地
の
用
途

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
二

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

置

規

に
配
置

に
配
置

一
三
度
〇
四
分
五
〇
秒
一
五
・

一
五
度
四
一
分
二
〇
秒
三
五
・

〇
八
度
二
四
分
四
五
秒
八
・
二

〇
〇
度
四
三
分
二
八
秒
八
・
七

九
三
度
五
九
分
一
四
秒
八
・
二

ー
ト
ル

九
三
度
四
六
分
二
三
秒
一
二
・

九
五
度
一
四
分
二
三
秒
二
・
九

九
三
度
四
九
分
二
九
秒
一
三
・

九
五
度
三
七
分
一
五
秒
四
七
・

八
九
度
〇
〇
分
三
九
秒
二
・
二

九
八
度
一
〇
分
一
四
秒
一
二
・

〇
〇
度
〇
三
分
三
九
秒
八
・
〇

〇
六
度
二
四
分
二
六
秒
六
・
〇

加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規

格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

模

約
一
、
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

約
三
、
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

共
同
企
業
体
の
代
表
者

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
二
十
四
年
山

規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
五

共
同
企
業
体
の
代
表
者

構

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

一

西
宇
部
県
営
住
宅
新
築
工

工
事
場
所

宇
部
市
西

工
事
の
概
要

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す

と
い
う
。
）
の
建
築
一
式
工
事
の

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
建
築

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

口
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
。
以

た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
建
築
工
事
業
に
係
る
も
の

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
二
十
六
年
十
月
六
日
ま
で

造

延

べ

上
五
階
建

一
、
七

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に

山
口

事宇
部
北
三
丁
目
地
内

る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
式
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

入
札
参
加
資
格
が
建
築
一
式
工
事

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

面

積

戸

数

三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

六

のあ共い 告のの規。知 でる



平成

二

年 月 日 火曜日

と
お当

ら
平

部
商

一

山 口 県

八
（
三大

（定期）報

四

第 号

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

成
二
十
七
年
二
月
九
日
ま
で
の
間

工
労
働
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

七
〇
）
に
す
る
こ
と
。

公

四
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

山
口
県
土
木
建
築
部
住
宅
課

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
ま

そ
の
他

２

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

コ
ス
モ
ス
東
高
泊
店

東
高
泊
一
四
〇
八
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

在
地

、
山
口
県
土
木
建
築
部
住
宅
課

告

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

間か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

の
写
し

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

者
の
氏
名

、
平
成
二
十
六
年
十
月
七
日
か

及
び
山
陽
小
野
田
市
産
業
振
興

事

村

岡

嗣

政

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

三
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
日

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

一
一
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

平
成
二
十
七
年
五
月
十
一

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

一
、
七
六
八
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
七
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
〇
台

名

称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

名
氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
時
三
十
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

二
時
ま
で

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開午

日舗
面
積
の
合
計

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

住
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

住
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

を
す
る
日

七

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
一
〇
時

午
後
一
〇
時

所

代
表
者
の
氏

目
一
〇
番
一
号

宇
野

正
晃

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

所

代
表
者
の
氏

目
一
〇
番
一
号

宇
野

正
晃

名氏名

公

告



平

七
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第 号

（
三大

と
お当

ら
平

振
興

七
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
四
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

リ

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
七
年
五
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
二
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

宇
部
市
東
梶
返
三
丁

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

リ

福
岡

四
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

成
二
十
七
年
二
月
九
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

方
法
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四
八
の

日の
合
計

山
口
県
知

在
地

ス
ト
ア
モ
リ
宇
部
東
梶
返
店

目
四
二
八
七
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四
八
の

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

ま
す
。

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

一

森

信

事

村

岡

嗣

政

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

一

森

信

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
二
十
六
年
十
月
七
日
か

及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商
工

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
豊
田
町
土
地
改
良

区

午
前
六
時
か
ら
午
後
九

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六

（
三
四
七
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

井
村

則
政

藤
田

進

西
嶋

秀
夫

豊
海

一
人

布
村

康
人

藤
岡

英
夫

山
本

久
生

大
村

利
明

河
本

肇

監

事

福
本

清
隆

山
口

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

吉
本

知
則

下
関

藤
田

敬
樹

時
ま
で

日員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開

ア
モ
リ

午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
時
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

豊
田
町
大
字
金
道
九
七

豊
田
町
大
字
荒
木
二
三
九

豊
田
町
大
字
金
道
三
九
四

豊
田
町
大
字
八
道
一
三
四
九
の

豊
田
町
大
字
浮
石
一
四
七
六
の

豊
田
町
大
字
杢
路
子
一
七
五
九

豊
田
町
大
字
殿
居
四
〇
五

豊
田
町
大
字
日
野
三
五

豊
田
町
大
字
西
長
野
八
八

豊
田
町
大
字
大
河
内
八
七
五

県
知
事

村

岡

嗣

政所

市
豊
田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

豊
田
町
大
字
矢
田
三
九
一
の
二

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
零
時

午
後
一
二
時

る
時
間
帯

八

四三 地
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二
下区

監

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

関
市
豊
田
町
土
地
改
良

理

村
上

博
美

豊

藤
田

進

豊

伊
藤

裕
幸

豊

藤
野

宣
義

豊

岡
本

幸
慈

豊

山
田

教
人

豊

片
岡

和
博

豊

山
本

久
生

豊

森
本

利
昭

豊

河
本

肇

豊

事

藤
岡

敬
介

豊

戸
根

育
雄

豊

別

氏

名

住

事

吉
本

知
則

下
関
市
豊

藤
田

敬
樹

豊
田
町
大
字
浮
石
三
八
五
の
一

田
町
大
字
荒
木
二
三
九

田
町
大
字
高
山
九
九
の
三

田
町
大
字
宇
内
六
二
九

田
町
大
字
八
道
四
二

田
町
大
字
浮
石
一
六
三
四

田
町
大
字
杢
路
子
八
四
四

田
町
大
字
殿
居
四
〇
五

田
町
大
字
阿
座
上
五
六
一

田
町
大
字
西
長
野
八
八

田
町
大
字
今
出
九
四

田
町
大
字
中
村
四
〇
六

所

田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

田
町
大
字
矢
田
三
九
一
の
二

九



平
成
二

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日
印
刷

十
六
年
十
月
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


